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じ

め

に
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美
月
子

刑
法
第

三
六
条

二
項

は

「
防
衛

の
程
度

を
越
え

た
行
為
は
、
情
状

に
よ
り
、

そ

の
刑
を
減
軽
し
、
又

は
免
除
す
る

こ
と
が

で
き
る
」

と

規
定

し

て

い
る
.

こ
の
過
剰

防
衛

の
刑

の
減
免

の
根
拠

に

つ
い
て
は
、
従
来

は
、
責
任
減
少
説

が
通
説

で
な

旭

・
す
な

わ
ち
・
緊
急
状

態

で
の
精
神

の
動
揺

に
よ

っ
て
、
行
為
者

が
正
当
防
衛

の
程
度

を
越
え

た
と
し

て
も
強
く
非
難

で
き
な

い
、
あ

る

い
は
、
期
待
可
能

性
が

減
少
す

る
と
さ
れ

て
き

た
の
で
あ

る
。

(
2

)

こ
れ

に
対
し

て
、
違
法

減
少
説
も
有

力
に
主
張

さ
れ
、
少
な
く

と
も
責
任
減
少

と
違
法
減
少

の
両
面
を
過
剰
防

衛

の
刑

の
減
免

の
根
拠
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と
す

る

説

も
多

く

な

っ
て

欝

・

し

か
し

・

こ

の
違

法

減

少

と

は

ど
・つ
い
う

こ
と

な

の

だ
言

か
.

こ
こ
で
過
剰
防
衛

に

つ
い
て
、

網外

科
医

の
手
術
は
傷
害

罪

の
構
成
要

件

に
該
当

す

る
が
、
適

切
に
実

行
さ
れ

て
成
功

し

た
場
A
口
に
は

違
法
阻
却

さ
れ
る
の
に
反
し

て
、

失
敗
し

た
場
合

に
は
、

そ

の

『失

敗
部
分
』

に

つ
き
、
改

め
て

『
業
務

上
過
失
致
死
傷
罪
』

の
成
否
を

考
え
る
と

い
う
通
説

の
論
理

と
全
く
同
様

に
、
正
当
防
衛
な

ら
ば
違
法
阻

却
さ
れ

て
、

『
そ

の
部
分
』

は
刑
法
上
帳

消
し

に
な

る

の
に
反

し

て
、
過
剰
防
衛
な

ら
ば

『
過
剰
部
分
』

に

つ
き
、
改
め

て

『
故
意
犯
』

か

『
過
失
犯
』
か
を
考
え
る
と

い
、つ
.盛

陽

る
L

き

れ
、

過
剰
防
衛

の
場
命

正
当
防
衛
部

分
が

「帳

消
し
」

に
な

る

の
で
そ

の
分

の
違
法

性

が
減
少
す

る
と
説

明
さ
れ
た
り
ぺ
5
r
正
当
防
衛

の
枠

内

に
あ

る
分

に

つ
い
て
は
、
そ
れ

が
過
剰
防
衛

の
違
法
性

を
減
少
さ

せ
る
方
向

に
作

用
す

る

こ
と
を
認

め
ざ
る
を
得

な

い
」
、

「
過
剰
防
衛

に
お

い
て
は
・
防
衛

の
程
度
を
越
え

た
分

が
正
当
防
衛

に

い
わ
ば
接
ぎ

木
さ

れ
て

い
る
ー

」
「
過
剰

防
衛

は
、
通
常

の
犯

罪
と
比
較
し

て
・
正
当
防
衛

の
分

だ
け
違

法
性

が
減

少
し

&

雛

」
と

さ
れ
・
あ

る

い
は

遍

剰

防
衛

の
箪

は
本
来

の
正
当
防

衛

の
そ
れ

で
は
な

く
・

い
わ
ば
部
分
的
正
当
防
衛

に
な

っ
て

い
る

に
す

ぎ
な

い
の
で
あ

る
か
ら
、
結
果

の
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
ず
、
越
え
た
程
度

に
反
比
例

し

て
減
少
す

る
に
す
ぎ

麓

L

と
さ
れ
る
・
し

か
し
、

こ
れ
ら

の
説

が
、
過
剰
防

衛

の
中

で
正
当
防
衛
部
分
を
引
ふ

ら
違
法

が
減
少
す

る

と
考

え

る

の

で
あ

れ

ば
、

疑

問

が
生

じ

て
く

る
。

た

し

か

に
、
医

師

の
治

療

行

為

に

つ

い
て

は
、

こ
れ

を

許

さ

れ

た
危

険

の
法

理

で
違

法

性

阻

却

し
、

(過
剰

に
)
発

生

し

た
結

果

に

つ

い
て
は
あ
ら
た
め
て
過
失
犯
の
成
立
を
重

る
見
解
も
有
力
で
み
縛

懲
戒
行
為
で
璽

口を
発
生
さ
せ
た
場
合
に
は
、
懲
戒
権
の
範
囲
内

と

い
え
る
暴
行

に

つ
い
て
は
正
当
行
為

と
し

て

の
違
法
性
阻
却

が
認

め
ら
れ
、
発
生

し
た
過
剰
な
結
果

で
あ

る
傷
害

に
つ
い
て
は
業
務
上

過
失
傷
害
罪

の
み
を
認

め
る

の
募

認

・

し
か
し
・

》あ

考

に
行
為

の

郵

分

に

つ
い
て
違
法
阻
却
を
考
え
、
残
り

の
部
分

に

つ
い
て

別

の
犯
罪
を
考
え

る
こ
と
は
妥
当

で
あ

ろ
う

か
。
教
師

が
懲
戒

と
し
て
故
意

に
生
徒

に
傷
害
を
加
え
る
な
ら
、

そ

の
全
体

が
懲
戒
権

の
範

囲
内

の
も

の
と
し

て
違
法
阻
却

さ
れ

る
か
が
問
わ
れ
る

の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

た
だ
、
医
師

や
教
師

が
違
法
阻
却
事
由
を
基
礎
付
け

る
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事
実
を
認
識
し

て

い
た
場
合

に
は
、
違
法
性
阻
却
事
由
を
基
礎
付
け

る
事
実

に
関
す

る
錯
誤
を
事
実

の
錯
誤
と
捉
え

る
こ
と
を
前
提

と
し

て
、

そ

の
範
囲

で
故
意

が
阻
却
さ
れ
る
結
果

と
し
て
、
過
剰
結
果

に

つ
い
て
の
過
失
犯
し
か
認
め
ら

れ
な

い
に
す
ぎ
麺

過
剰
防
衛

の
場
合

も
同
様

に
考

え
ら

れ
る
。

正
当
防
衛

の
限
度

を
越
え
た
過
剰
防
衛

は
違
法

で
あ

る
。
そ
し

て
、
過
剰
部
分

の
み
が
違

法
な

の
で
は
な
く
、
行
為
全
体

が
違
法

と
な

る
。

た
と
え
ば
、
防
衛

に
は
軽
微

な
傷
害

で
足
り

る
の
に
殺
人
を
し
て
し
ま

っ
た
よ
う

な
場

合

に
は
、

そ

の
殺

人
が
違
法

と
さ
れ

る

の
で
あ

っ
て
、
殺

人
か
ら

正
当
防
衛
部
分

の
軽
微
な
傷
害
を
引

い
た
残

り

の
部
分

の
み
が
違
法

に

な
る
わ
け

で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
そ
う
す

る
と
、
過
剰
防
衛

で
違
法

で
あ

る
と

い
う

判
断

と
、
過
剰
防
衛

の
中

で
正
当
防
衛
部

分
を
引
く

か
ら
違

法
が
減
少
す

る
と

い
う
考

え
方

と
は
矛
盾
し

て

い
る
よ
う

に
も
思
わ
れ

て
く
る
。

駄

稿

は
、
過
剰
防
衛

の
刑

の
減

免

の
根
拠

と
さ
れ

る
違
法

性

の
減

少

の
意
味

に

つ
い
て
、
若

干

の
検
討

を
行
な
お
う

と
す

る
も

の
で

あ
る
。

ま
た
、
違
法
減
少
を
認

め
た
場
合

に
、
誤
想
過
剰
防
衛

に
も
刑

の
減
免
を
認

め
得

る
か
に

つ
い
て
も

ふ
れ
た

い
。
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(
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)
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藤

謙
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論
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)
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和
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一
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五
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。
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曽
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過
剰
防
衛
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刑

の
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免
」
九
頁
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五
頁
参
照
。

(7
)

野
村

・
前

掲
書

二
二
九
頁
、
二
三
〇
頁
。

(8
)

藤
木
英
雄

・
過
失
犯

の
理
論

(昭
和
四
五
年
)

一
〇
四
頁
以

下
、

一
一
四
頁
。

(
9
)

藤
木

「
正
当
行
為
、
誤
想
防
衛
」
新
版
刑
法

演
習
講
座

(昭
和

四
五
年
)

七
八
頁
、
七
九
頁
。

(
10
)

町
野

朔

・
患
者

の
自
己
決
定
権

と
法

(昭
和
五

一
年
)

一
二
四
頁
、

一
二
五
頁
.
藤
木
博
士
も
そ

の
よ
う
な
事
実

の
錯

誤
と
見

る
べ
き
場
合
も
あ

る

と
も
さ
れ
る
。
藤
木

「
正
当
行
為
、
誤
想
防
衛
」
九
〇
頁
。

(
11
)

過
剰
避
難

に
お

い
て
も
同
様

の
問
題

が
あ

る
が
、
本
稿

で
は
過
剰
防
衛

の
み
を
考
察

の
対
象

と
す

る
。
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二

正
当
防
衛
の
違
法
性
阻
却
の
根
拠

正
当
防
衛

の
違
法
性

阻
却

に
は
、

正
当
防
衛

の
特
徴

と
し

て
の
自
己
保

存

の
原

理
と

「
法

は
不
法

に
譲
歩
す

る
必
要

は
な

い
」
と
す

る

法
確
証

の
原
理

が
作

用
す

る

こ
と
は
否

め
な

い
。

こ
れ
ら

の
原
理
と
違
法
性
阻
却

の

一
般
原

理
が
ど

の
よ
う
な
関
係

に
立

つ
の
か
は
明
ら

か
で
は
な

い
側
面

が
あ
る
。
し

か
し
、
違
法
性
阻
却

の

一
般

に

つ
い
て
の
社
会
的
相
当
性

な

い
し
は
目
的
説
か
ら

は
、
行
為

は
正
当
な
目

的

の
た
め

の
正
当
な
手
段

で
あ

る
か
、
社
会
的
相
当
性

の
枠
内

に
あ

る
か
を

(侵
害
さ
れ
た
法
益
や
守
ら
れ
た
法
益

の
)
法
益

の
価
値

と

い

(
1

)

う
結
果
事
態

だ
け

で
な
く
、
行
為
態
様

を
も
含

め
て
判
断
す

る

の
で
あ

る
か
ら
、
法
確
証
や
自
己
保
存

に
向
け
ら

れ
た
行
為

で
あ
り
、
ま

(
2

)

た
、

そ

の
意
思

で

の
行
為

で
あ

る

こ
と
が
違
法
性
阻
却

の
根
拠

と
考
え

ら
れ
る
。
防
衛

の
為

に
な
さ
れ
る
防
衛

に
役
立

つ
行
為
は
、
相
当

な
目
的

の
為

の
相
当
享

段

に
よ
る
行
為

と

い
え
さ

つ
.
行
為
価
値

が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
.

(3
)

こ
れ

に
対
し

て
、
結
果
無

価
値
論

か
ら

は
、
違
法
性
阻
却

の
根
拠

は
、

メ
ツ
亨

に
な
ら

っ
て
、
優
藷

利
譜

求

め
ら
れ

る
.

そ
し

て
、
衡
量

の
対
象

は
生
命
、

身
体
、

財
産

と

い

っ
た
抽
象
的
な
法
益

で
は
な
く
、
実
質
的

.
具
体
的
な
利
益

で
あ
り
、
衝
突
す

る
法
益

の

具
体
的
状
況
で
の
覆

護
性
で
あ
る
と
さ
れ
て
康

そ
こ
で
は
・
法
益
の

一
般
的
価
値
順
位

保
全
し
た
法
益
に
対
す
る
農

の
程
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保
全
し
た
法
益
と
侵
害
し
簾

益
の
、璽
と
範
囲

法
藻

全
の
た
め
に
侵
享

段
を
と
る
必
要
性
、
行
為
の
方
法

態

禁

も
つ
法

益
侵
害

の
危

険
性
等

が
対
象

と
な

る
。

こ
の
よ
う
な
結
果
無
価
値

の
立
場

に
立

つ
利

益
衡
量
論

に
は
具
体
的
な
決
定

に
至

る
方
法
を
認
識
さ
せ
る

こ
と
で
判
断

の
経
路
を

明
ら

か
に
す

る
利
占
{
が
あ
る
.

し
か
し
、

(隔

ま
り

に
広
範
囲

に
全
体
的
価
値
衡
量
を
行
な
、つ
の
で
あ

れ
ば
、
行
為
無

価
値

に
よ
る
目
的
説

と
相

蝶

い
の
で
は
な

い
か
が
問

題
と
な

る
.
ま

た
、

こ
の
衡
、璽
に
は
法
確
証

の
利
益

三

っ
た
個
人
を
磐

た
利
益
を
含

ま
せ
る

べ
き

で
は

な

い
.
法
確
証

の
利
益

は
、
被
攻
撃
者

の
正
当

な
法
益

が
守
ら
れ

た

こ
と
に
よ

っ
て
生
じ

る
反
射
的

な
利
益

に
す
ぎ
飽

・

や
は

り
・
結

果
無
橿

の
立
場
を
撃

な
ら
、
利
益

の
覆

護
性

の
み
を
判
断

の
対
象
と
す

べ
き

で
匁

狸

・

た
だ
・
利
益

の
覆

護
性

の
判
断

に
あ

っ
た

て
は
、
な
ん
ら

か

の
意

味
で
、
攻
撃
者

の
利
益

の
要
保
護
性

が
被
攻
撃
者

の
利
益

の
要
保
護
性

に
比
し
て
低

く
評
価
さ
れ
る

こ
と
は

前
提

と
せ
ざ
る
を
得
な

い
。

こ
の
意

味

で
は
、
具
体
的
な
利
益

の
要
保
護
性

の
判
断

に
は
法
確
証

の
利
益

が
入

っ
て

く
る

こ
と
に
な

る
・

こ
.ぞ

、
急
迫
魂

の
肇

に
対
し
て
退
避
霧

が
三

.芝

と
の
関
係
で
、
「行
き
た
い
と
こ
ろ
に
㌘

畠

」
あ

る
い
は

百

分
の

家

に
と
ど
ま
る
自
由
」
、

さ
ら
に
は
、
そ

の
時
点

で
行
な

っ
て

い
た
活
動

を
続

け

る
自
由

を
、
具

体
的
な
暴

行

・
傷
害

等

の
攻
撃

か
ら
守

ら
れ

る
べ
き
身

体

の
利
益

に
L
乗

せ
し
て
要
保
護
性

の
秤

に
乗

る
正
当
な
利
益
と
考
え
得

る
か
は
、
な

お
検
討
を
要
す

る
。

し
か
し
、

と

に
か
く
、

こ
の
よ
う

な
利
益
衡
量

に
よ

る
行
為
者
側

の
優

越
的
利
益

の
存
在

が
違
法

性
阻
却

の
根
拠

と
な

る
。

「違

法
性

に
お

い
て
結
果

の
無
価
値

だ
け
を
問
題

と
す

る
法
益
侵
害
説
を
基
礎

と
す

る
法
益
衡
量
説

は
、
法
益

の
価
値
関
係

と

い
う
結
果

の
事
態

だ
け
を
違
法

性
阻

却

の
判
断
資
料
と
し
、
そ
れ
以
外

の
事
情
を
判
断

の
資
料

と
す
る

こ
と
は
で
き
な

い
」
と

い
う
指
翫

塞

本
的

に
は
正
当

で
あ

る
・

5

注
(
1
)

福
田

平

.
注
釈
刑
法

(2
)

?

.
総
則

(2
)
(団
藤
重
光
綿

昭
和
四
三
年
)
九

責

.
福
甲

全
訂
刑
法
総
論

(昭
和
尭

年
二

四
二
頁
・
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(2
)

<
。q
r
歪

旦

u
p・
ω
u
①
β
彗

①
ω
量

「
Φ
舞

;

輩
暁毫

$

ω
.ξ

蒔
}
・・
①
恒

し
、

ヴ

ェ
ル
ツ

ェ
ル
も
法
益
衡
日署

度
外
視
す

る
も

の
で
は
な

い
.

<
撃

菱

鼻

弾
.
鋤
・
P

ω
」
。・
9

セ

に
、

正
当
防
衛

で
は
ド
イ

ッ
刑
法
三
三
条

に
過
剰
防
衛
規
定

が
あ
る
以
上

、
法
益
衡
田璽
は
行
な
わ
ざ
る
を
え
な

い

と

い
え
よ
う

・
し

か
し
、
基
本

的
に
法
確

証
に
役
立

つ
、
法
確
証

の
為

の
行
為

が
ど
の
よ
う

に
し

て
法
益
不
均
衡

の
故

に
過
剰
防
衛

と
さ
れ

る
の
か
は
明

ら

か
で
は
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
わ
が
国

で
、
行
為
無
価
値
論

(的
)

と
さ
れ
る
見
解

は
結
果
無
価
値
を
前

提

と
し
た
上
で
行
為
無
価
値
も
違
法

の
本

質

と
す

る
も

の
で
あ

る
・

こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
違
法

性
阻
却

の

艘

原
理
を
優
越
的
利
益

を
基
本

に
し

た
晶

説

で
説
明
し
、

正
当
防
衛

の
正
当
化
根

拠
を
自
己
保
存

の
原
理
と
法
確
証

の
原
理

に
よ

っ
て
説

明
す

る

(川
端
博

・
刑
法
総
論

講
義

穴
平
成

七
年
)

二
七
八
頁
、
二
八
五
頁
、
三

二
九
頁
)
。
あ

る

い
は
、
違
法
性
阻
却

の

一
般
原

理
を
社
会
的
相
当
性

と
し
、
正
当
防
衛

の
正
当
化
根
拠
を
法
確
証

の
原

理
に
求

め
、

そ
の
意
味

で
社
会

的
相
当
性

が
あ

る
と
さ
れ

る

(大
谷
実

・
刑
法

講
義
総

論

熟第

四
版

・
平
成

六
年
)

二
五

一
頁
、

二
五
六
頁
、
二
五
几
頁
)
。

(
3
)

ζ

Φ
冨

Φ
さ

u
凶Φ
ω
¢
σ
套

け
冨

コ

d
尾

9

豊

豊

Φ
爵

矯
○
ω

。d
臼

。。
p

壽

ω
・
ω
・
§

・

平

野
博

士
は
正
当
防
衛

は
法
益
欠
如

の
原
則

に
よ
る
と
さ
れ
る
。
平
野

・
前

掲
書

二
二
八
頁
。

し
か
し
、
な

ぜ
、
攻
撃
者

の
法
益

が
欠
如
す

る
か
は
明

ら

か
で
は
な

い
。
ま
た
、
法
益

が
欠
如
す

る
な
ら

ど
の
よ
う
な
反
撃
も
許
さ
れ
る

こ
と

に
な

っ
て
妥
当

で
は
な

い
。

(
4
)

町
野

朔

・
患
者

の
自
己
決
定
権

と
法

(昭
和
六

一
年
)

一
四
八
頁
、

一
四
九
頁
。

(
5
)

内
藤

謙

・
前
掲
書
三

=
二
頁
。

(
6
)

内
藤

謙

・
前
掲
書
三

一
四
頁
。
内
藤

「
戦
後
刑
法
学

に
お
け
る
行
為
無

価
値
論

と
結
果
無
価
値
論

の
展
開

(
二
)
」
刑
法
雑

誌
二
二
巻

一
口万

(昭
和

五
二
年
)
九
九

頁
・

同
様

の
見
解

と
し

て
、
曽
根
威
彦

痢

法

に
お
け
る
正
当
化

の
理
論

(昭
和
五
五
年
二

六
七
頁
以
下
.

な
お
、
曲
.
根
教
授

は
法
益

衡
量

の
原
理

.
法
確
証

の
原
理

・
自
己
保
存

の
原
理
を

正
当
化
事
由

の
個
別
原
理
と
さ
れ

た
う
え
で
、
法
益
衡
量

の
原
理
を
中
心
的
役
割

を
は
た
す
も

の

と
位
置
付
け
ら

れ
る
。
同
書

一
八
七
頁
以
下
。

(7
)

町
野

.
前
響

三
二
六
蓬

(63
).
小
名
木
教
授
は
、
結
果
無
価
値
以
外
の
案

を
考
慮
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
利
蕃

量
説
u
結
果
無
価
値
論
の
図

式

は
修

正

せ

ざ

る

を
得

な

い
と
さ

れ

る
。

小

名

木

明

宏

「緊

急

避

難

に

お

け

る
利

益

衡

量

と
相

当

性

に

つ

い
て

の

一
考
察

」

法

学

研

究

六

七

巻

六

E弓

(平

成

六

年

)

二

五

頁

。

広
範

な

利

益

衡

量

を

行

な

う

も

の
と

し

て
、

い
Φ
コ
o
ぎ
コ
①
5
U
巽

O
同
ニ
ロ
α
紹

↓N
匹
頸

O
耳

Φ
同
餌
σ
乏
p
瞬
ニ
コ
伊q
蝉
一。。
O
「
¢
コ
臼
餌
ケq
Φ
α
①
目
菊
Φ
n
葺

,

hΦ
屠

§

。q
る

と

醤

。・
』

㊤
聲

も・
。
N

山
中
敬

丁

正
当
防
衛

の
限
界

(昭
和
六
〇
年
)
二
三
五
頁

以
下
参
照
.
な

お
山
中
教
授

は
利
益
衡
、薯

正
当

化
事
由

の

一
般
原
則

で
は
な
く
、
制

限

の
原
則
と
さ
れ
る
。

(
8
)

平

川
宗
信

「
正
当
防
衛
論
」
刑
法

の
現
代
的
展
開
1

(昭
和

六
二
年
)

一
三

〇
頁
。



(7)過剰防衛 と違法減少

関
教
授

は
、
利
益
概
念

の
抽
象

化

に
よ
る
利

益
判
断

の
主
観
化

を
避
け

る
た
め

に
、
法
確
証

の
利

益
は
利
益
概

念
そ
の
も

の
で
は
な

く
・
利

益
に
対
し

て
付
与
さ
れ
る
法
的
覆

護
性

の
次
元
で
構
成
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
.
関

莫

「社
会
的
価
値
秩
序
原
理
の

募

察
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研

論
集
二
〇
巻

}
号

(昭
和
五
四
年
)

一
三
五
頁
。

(
9
)

山
本
輝

之

「
優
越
利
益

の
原
理

か
ら

の
根
拠

づ
け
と
正
坐

防
衛

の
限

界
」

刑
法
雑
誌
三
五
巻

二
号

(平
成

八
年
)
二
〇
八
頁
。

(
10
)

町
野

.
前
掲
書
三
二
六
頁
注

(63
)
。
内

田
教
授

は
優
越
的
利
益
説

で
あ

る
が
、
手

段

の
正
当
性
、
事
態

の
緊
迫
性

に
応

じ
た
手
段
を
考

え
ね
ば
な
ら

ず
、
優
越
的
利
益
説
は
目
的
説

と
対

立
し
な

い
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
行
為
無
価
値

考
慮

の
必
要
性
も
認

め
ら

れ
る

の
で
あ
る
。

野
村
教
授

も
行
為
自
体

の
違
法
性

(阻
却
)
と
結

果
自
体

の
違
法
性

(阻
却
)
を
考
慮

す
る
二
元
論
を

と
ら
れ
る
。
前
掲
書

一
五
こ
頁
以
下
。

(
11
)

山

口
厚

「
正
当
防
衛
論

(
1
)
」
法
学
教
室

一
七
九
号

(平
成
七
年
)
七
六
頁
参

照
。

(
12
)

福

田

平

.
注
釈
刑
法

(2
)

の
ー

.
総
則

(2
)
九

一
頁
。
但
し
、
「
法

益
」

の
価
値
関
係

で
は
な

く

「
利

益
」

の
価
値
関
係

と

い
う

こ
と

に
な
ろ

・
フ

。な
お
、
傷

害
さ
れ
そ
う

に
な

っ
た
の
で
、
反
撃
と
し
て
相
手
を
殴

っ
た
が
、
相
手

は
頑
強

で
び

く

と
も
し
な

か

っ
た
場
合

の
よ
う

に
、
結
果
的

に
は
何

ら
自
己

の
法
益

の
保
全

に
は
役
立

た
な

か

っ
た
反
撃
に

つ
い
て
は
、
優
越
的
利
益
説

に
よ

る
説

明
は
困
難

で
あ

る
。
松
宮
孝

明

「
正
当
防
衛

」
刑
法
総
論

(浅
田
和
茂

.
斉
藤
豊
治
他

.
平
成
五
年

=
壬

一頁
)
、

山

口
厚

「
正
当
防
衛

論

(
2
)
」
法
学
教
室

一
入
○
号

(平
成

七
年
)
七

一
頁
、
七
二
頁
。

こ
こ

で
、
優
越
的
利
益
を
事
前
的

に
判
断
す

る
立
場

(林
幹
人

「
防
衛
行
為

の
相
当
性
」
刑
法
判
例
百
選
-
総
論

(第

三
版
、
平
成
三
年
)

五
四
頁
)
を

と
ら

な

い
な
ら
ば
、
正
当
防
衛

は
認

め
ら

れ
な

い
こ
と
に
な
る
.
山
本

・
前

掲
論
文
二

=

頁
以
下

(但
し
、

こ
れ
を
防
衛
行
為

の
必
要
性

に
あ

た
る
事
実

の

誤
信
と
し
て
、
故
意
を
阻
却
し
、
ま

た
、
多
く

の
場
合
過
失
も
な

い
と
す

る
〉
参
照
。

三

過
剰
防
衛
と
違
法
減
少

こ
の
よ
う

な
正
当
防
衛

の
違
法
阻
却

の
根
拠
を
前
提
と
し

て
、
過
剰
防
衛

の
違
法

減
少
に

つ
い
て
考

え
て
み
た

い
。

ま
ず
、
行
為
無
価
値
論

か
ら

は
違

法
減
少

は
比
較
的
容

易

に
説

明
で
き

る
よ
う

に
思

わ
れ
る
。

行
為

の
目
的

・
動
機

が
正
当
防
衛

の
目

的

.
動
機

で
あ

る

こ
と
は
過
剰
防
衛

に
な

っ
て
も
変
わ
ら
な

い
か
ら

で
あ

る
。

「
正
当
防

衛

の
要
件
を

み
た
さ
な

い
以
上

そ

の
行
為

は
違

7
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法

と

せ

ざ

る

を
得

な

い
が
、

犯

罪

と
な

る
結

果

を

生

じ

た

に
し

て
も

、

正
当

行

為

の
行

き
す

ぎ

と

い
肪

)こ
と

で
、

そ

の
逸

脱

性

は
、

不

正

の
侵
害

を
排
除
す

る
た
め
に
し

た
と

い
う
性
質
を

ま

っ
を

も
た
な

い
場

A
・
に
ゑ

べ
て
軽
微

で
あ

る
L
.

ド
多

で
も

ヴ

ェ
ル
ツ

ェ

ル
は
・
正
当
な
目
的

に
よ
る
行
為

が
違
法
性
を
阻
却
し
な

い
場
合

に
も
違

法
減
少
を
も

た
ら
す

こ
と
を
認
め
て

い
る
。
も

っ
と
も
、

故
意

の
過
剰
防
衛
の
場
A
・
に
は
行
為
者
は
過
剰
な
行
為
を
認
識
し
て
行
為
し
て
い
る
認

あ
る
か
ら
、
故
意
を
忠

に
行
為
無
程

を
考
え
れ

ば
・
行
為
無
価
値

の
違
法
減
少

が
直
ち

に
導

か
れ
る
と
は
言
え
な

い
か
も
し

れ
な

い
。
し
か
し
、
正
当
防
衛

の
動
機

.
目
的
を
中
心

に
行

為
価
値
を
認
め
、

利
益
衡
量
以
外

に
も
正
当
防
衛

の
違

法
阻
却

の
根
拠

を
認
め
る
場
合

に
は
、
固璽
的

に
過
剰

に
な

っ
て
も
、
そ

の
違
法
阻

却

の
根
拠

は
部
分
的

に
残

る

こ
と

に
な
る
.

こ
の
よ
、つ
に
考
え

る
と
、

過
剰
防
衛

に
な

っ
て
靖

為

は
そ

の
核
心

に
お

い
て
は
A
.
法

で
あ

り
、
攻
撃

と
反
撃

の
態
様

を
比
較
し

て
許

さ
れ
て

い
る
部
分

の
違
法

が
差
し
引

か
れ
る
と
す

る
説
も
理
解

で
き
る
。

さ

て
、
ド
イ

ッ
刑
法
三
三
条

は

「
行
嚢

が
、

錯
乱
、

恐
怖

又
は
驚
愕

か
ら

正
当
防
衛

の
限
度

姦

議

と
き

は
、
行
為
者

は
罰

さ
れ

な

い
」
と
規
定
す

る
。

そ

の
不

可
罰

の
根
拠

と
し

て
は
、
従
来

、
責
任

が
な

い
と
す

る

の
が
通
説

で
あ

っ
た
。
し

か
し
、
過
剰
防
衛

の
場

合

で
あ

っ
て
も
、
厳
密

に
は
責

任
能

力
も
他
行
為
可
能
性
も
あ
る

の
で
、
責
任

の
面

の
み
で
不

可
罰
性
を
根
拠
づ
け

る

の
は
困
難

で
あ
る

と
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。

そ

こ
で
、
違
法
減
少
を

も
認
め
る
見
解
も
有
力

に
な

っ
て
き
て

い
る
。

そ

の
違
法
減
少

の
内
容

は
、
前
述

の

正
当
な
目
的

.
動
機

に
よ
る
行
為

で
あ

る
と

い
う
意

味

で
の
行
為
無
価
値

の
減

少
と
結
果
無
価
値

の
減
少

に
求

め
ら
れ
て

い
る
。

た
と
え

ば
・
違
法
減
少
を
有

力

に
唱
え
る

ル
ド

ル
フ
ィ
ー

は
、
正
当
防
衛
状
況

に
お

い
て
必
要
な
防
衛

の
程
度
を
越
え
た
行
為

は
正
当
化
さ
れ
な

い
が
・

実
質
的
な
違
法
性

は
減
少
す
る
と

い
う
。
第

一
に
、
結
果
無
価
値

に
対
立
す
る
結
果

価
値
が
も
た
ら
さ
れ

て
お
り
、
第

二
に
、
過

剰
防
衛
は
他
人
の
法
益
の
違
法
な
侵
害
の
意
思
に
よ
る
行
為
で
は
穿

、
自
己
保
罐

法
確
証
の
た
め
の
行
為
と
し
て
、
攻
撃
さ
れ
た
法

益
を
侵
害

か
ら
守
り
、
法
を
確
証
す

る
意
思

に
よ

る
行
為

で
あ
る
か
ら

で
あ
る
と
す

る
。

し
か
し
、
違
法
減
少

の
う

ち
、
結
果
無
価
値

の
減

少
に

つ
い
て
は
批
判
も
強

い
。
第

一
に
、
結
果
無
価
値

の
減
少
を
認
め
る
な
ら
、
危
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険

に
さ
ら
さ
れ
た
法
益

が
守

ら
れ
た
限
り
、
第

三
者

に
過
剰
結
果

が
生
じ

て
も
不
可
罰
と

せ
ざ

る
を
得

な

い
と

い
う
批
判

が
裳

・

し
か

し
、
攻
撃
者
を
狙

っ
た
反
撃

の
た
め

の
拳
銃

の
弾
丸

が
第
三
者

に
あ

た

っ
て
死
傷

を
生
じ
せ
し
め
た
よ
う
な
場
合

は
、
侵
害
行
為

は
防
衛

行
為
と
無

関
係

な

の
で
過
剰
防
衛

と
す

る
こ
と

が
で
き
な

い
と
考
え
ら

簑

・

第

二

の
批
判

は
、
結
果
無
価
値

減
少
を
主

張
す

る

ル
ド

ル
フ
ィ
ー

が
、

誤
想
過
剰
防
衛

で
急
迫
不
正

の
侵
害
に

つ
い
て

の
錯
誤

が
避
け

得
な

か

っ
た
場
合

に
も
ド
イ

ッ
刑
法

三
三
条

の
過
剰
防
衛

の
規
定
を
適
用
し

て
不
可
罰

に
し
考

と
す

飽

に
向
け
ら
れ

て

い
る
・

。
ク

シ

ン
に
よ

れ

ば

、

こ
れ

は
全

く

一
貫

し

て

い
な

い

の
で
あ

り

、

ル
ド

ル
フ

ィ
ー

の
見

解

に

よ

れ

ば
、

何

ら
現

実

の
攻

撃

が
な

い
の

で
あ

る

か
ら
、
彙

無

橿

の
減
少

が
認

め
ら
れ
な

い
は
ず

で
あ
る
と
菱

・

た
し
か
に
・

錯
誤
が
避
け
得
な

い
と
き
は
・
想
像
上

の
肇

を
避

け

る
た
め

に
必
要

な
防
衛

で
発
生
す

る
で
あ
ろ
う
結

果
無
価
値

は
人
的

に
帰
責

さ
れ
な

い
と
す

る

の
で
は
、
結

果
無
価
値

の
減
少
を
ど

こ

ま
で
結
果
無
価
値
論
的

に
と
ら
え

て
い
る

の
か
疑

問

に
な
る
。
し

か
し
、

こ
の
点

は

ル
ド

ル
フ
ィ
ー
と
は
異
な

っ
て
考
え
れ

ば
よ

い
の
で

あ

っ
て
、
結
果
無
価
値

減
少

へ
の
本

質
的
な
疑
問

で
は
な

い
。

第

三

の
批
判
は
よ
り
根
本
的
な
も

の
で
あ

る
。
結
果
無
価
値

に
対
し

て
結
果

価
値

が
も

た
ら
さ
れ
た
と

い
う

こ
と

が
そ
も
そ
も
理
解

で

き
な

い
と

い
う
批
判

で
あ
る
。

ヤ

コ
ブ

ス
は
、
結

局

に
お

い
て
、

そ

の
防
衛
行
為

は
必
要
な

か

っ
た

の
で
あ

る
か
ら
、
結
果

は

い
わ
れ
な

-
引
き
起

こ
さ
れ

て
お
り
、
彙

価
値

は
認
め
ち

れ
な

い
と

や

。
ク

シ

ン
も

例
え
ば
・
防
衛

に
は
攻
馨

を
傷
害
す

る
だ
け

で
+

魂

の
に
、
殺

し

て
し
ま

っ
た
と
き

は
、
殺

人

は
客

観
的

に
過
剰
な

行
為

で
あ

り
、
違
法

が
減

少

し

て

い
る

と

は
芝

ら

れ
な

い
と

す

る
。

ま

た
、
ザ
ウ

レ
ン
は
、
違
法

性
阻
却
事
由

は
結
果
無

価
値

に
対

立
す

る
結

果
価
値
を
も

た
ら
す

も

の
で
は
な

く
、
た

だ
例

外
的

に
、
法
益
侵
害

に
お

い
て
存
在
す

る
結
果
無
価
値

を
法

秩
序

が
受
忍
す

る
に
す

ぎ
な

い
と
す

る
。
ザ
ウ

レ
ン
に
よ
れ
ば
、

正
当
防
衛
状
況

下
で
冒

瞥

的
と
防
衛
意
思
に
よ
っ
て
行
為
無
価
値
の
み
が
減
少
す
る
と
臥
潤

こ
の
よ
う

な
批

判
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
結
果
無
価
値
論

か
ら
も
違
法
減
少

は
説
明

で
き
る
よ
う

に
思

わ
れ
る
。

た
だ
、
利
益
衡
量

で
法
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益

の
覆

護
性
を
秤

に
乗

せ
た
以
上
、
行
為
無
価
値
論

の
よ
、つ
に
、

こ
の
秤

に
乗
ら
な

か

っ
た
部
分

を
根
拠

と
乏

い
)違
法
減
少
を
認

め

る

こ
と
は
で
き
な

い
・
法
確
証

の
原
理
や
自
己
保
存

の
原
理
が
過
剰
防
衛

で
も
厳
然

と
し

て
存
在
し
て

い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら

の
原
理

は
法
益

の
要
保
護
性
を
判
断
す

る
上

で
考
慮

さ
れ
る

に
す
ぎ
ず
、
法

益
衡
量

と
独
立

し
た
も

の
と
し

て
違
法

減
少
を
も

た
ら
す

の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う

。

過
剰
防
衛

は
も

は
や
正
当
防
衛

で
は
な
く
、
違
法

で
あ

る
。
過
剰
防
衛

か
ら
正
当

防
衛
部
分

を
差

し
引
く

こ
と

は
で
き
な

い
。

た
だ
、

結

果
無
価
値
論

か
ら
も
、
秤

に
乗

っ
た
守

ら
れ
た
法
益

の
価
値

は
そ

の
ま
ま
残
り
、
そ

の
分

が
、
単

な
る
他

人

の
法
益
侵
害

よ
り
も
違
法

性

が
減
少
す

る
と

い
え
る
。

ル
ド

ル
フ
ィ
ー

の
言
う

よ
う

に
、

過
剰
防
衛

で
は
行
為

の
も

た
ら
し

た
結
果
無
価
値

は
埋

め
A
口
わ
さ
れ

て
い

る
と
は

い
え
な

い
。

し
か
し
、

こ
の
こ
と
は
、
結
果
無
価
値

に
対
立
す

る
結

果
価
値

に
何

ら
考
慮

を
払
わ
な
く

て
よ

い
と

い
う

こ
と
で
は

な

い
・
違
法
判
断

の
対
象

は
行

為
者

に
帰
責
し
う

る
す

べ
て
の
結
果

で
あ
り
、
緊
急

行
為
で
は
、
優
越
し

は
し
な

い
が
維
持
さ

れ
た
法
益

も
対
象

で
麓

・
防
衛
行
為

と
し

て
は
軽
傷
害

で
よ

い
の
に
重
大
な
傷
害
を
加
え

た
よ
う
な
場
合
、

こ
の
行
為

は
合
法
な
部
分

と
違
法
な

部
分

と
に
わ
け
る

こ
と
は

で
き
ず
、

む
し
ろ

こ
れ
は
許

さ
れ
な

い
行
為

で
あ

る
が
、
被
攻
撃
者

の
身
体

が
守

ら
れ
た
限
り

で
、

正
当
防
衛

(
16

)

状
況

に
な

い
行
為

に
比

べ
て
違
法
性

が
減
少
す

る
の
で
あ
る
。

町
野
教
授

が

[
と
も
か
く
も
急
迫
不

正

の
侵
害
者

の
法
益
を
侵
害
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
正
当
な
者

の
利
益

が
維
持

さ
れ
た
と

い
う
防
衛

効
果

が
生

じ
た
と

い
煮

で
、
違
法
減

少
を
認

め
る

こ
と
が
で
蓑

」

と
さ
れ

荻

原
博

殊

、
優

越
的

利
益

の
原
則

か
ら

は

「
少
く

も

本
来

は
優
位
的
な
邑

の
側

の
利
益
を
保
全

し
得

た
と

い
・つ
事
態

は
無
視
さ
れ

て
は
な
ら
」
な

い
と
し

話

)過
剰

防
衛

に
籟

的

に

防
衛
行
為

の
存
在
し
な

い
場
合

と
同

一
の
違
法
評
価
は
与

え
ら
れ
な

い
と
さ
れ
る

の
は
正
当

で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

(10)
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圏

・q
Φ
鋤

α
Φ
ω
砦

Φ
ヨ
Φ
圃コ
①
謁

↓
Φ
=
・。
血
⑦
ω
ω
爵

昌

。
8

尋

Φ
幕

博
・
暴

く
①
「
σ
。
二

り
・・
ω

層
。。
』

ω
h
比

。
碁

穿

こ

Φ
∋

乞
§

魯
噌
Φ
×
N
霧



12
神奈川法学第32巻 第1号{12)

ω
6藝

釜

亀

霧

。ヨ

h葛

鐸

ω
』

界

ω
・
ま

■
こ
れ
に
対
し
て
、
過
剰
避
難
で
は
違
法
減
少
を
量
刑
で
考
慮
し
、
ま
た
、
責
任
阻
却

の
緊
急
避
難

で
も
違
法
減
少
を
認
め
る
も

の
と
し
て
、
い
Φ奨

聾

ω
。
藝

冨

。・
9
噌α
婁

い
①
曇

曇

ω
欝

誓

ωΦ喜

9
罠

。
琶

Φ
耳
餌
『
葛

》
¢
P

塗

・
螢

閃
匹
P

㎝
N

ゆ
もQ
㎝
閑
α
P

ド

わ
が
国

で
は
・
緊
急
避
難

に
も
過
剰
避
難

の
刑

の
減
免

の
規
定

が
あ

る

(刑
法

三
七
条

二
項
)
。

そ

の
他

の
違

法
性
阻
却
事
由

に

つ
い
て
は
、
過
剰

の

場
合

の
刑

の
減
免
規
定

は
な

い
が
、

こ
れ
は
違
法
減
少
を
認
め
得
る
と
し
て
も
、
緊
急

状
態

で
は
な

い
の
で
、
責
任
減
少
が
な

い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
.

(
8
)

町
野

・
前
掲
論

文
五

二
頁
、

五
三
頁
注

(
10
)
。

(9
)

窪

。
葺

ぎ

ヨ

。ぎ

区
N。
ωω
舅

冒

・
〈
§

「雪

〉
曼

{{6

5

ま

舞

乙

ヨ

㊤
刈易

幽
①
鼻

。。
・
§

さ
ら
に
、

ル
ド
ル
フ
ィ
ー
は
錯

誤
を
避
け
得
る
場
合
で
も
・
想
像
上
の
攻
撃
に
対
す
る
防
衛
か
ら
発
生
し
た
結
果
無
価
値
は
行
為
者

の
故
意
を
排
除
す
る
錯
誤
に
基
づ
あ

で
、
完
全
に

は
人

的

不

法

と

し

て
帰

責

で
き

ず

、

故

意

犯

で

あ

る

と

し

て

も

減

刑

が

で

き

る

と
す

る
。

閑
&

o
言
葺

節
・
p。
・
ρ

ω
」

忠

閃
渇
』

幽
・

(10
)

菊
o
×
一P

p・
・
P

O
・}
ω
魯

臥

h。。
冨
凶コ
ー閃
①
。。け
ω9

ユ
盈

一
㊤
刈
♪

ψ

一
〇
課
h
`
ω
」

b。
一
団
戸

認

・

(u
)

婁

。
σ
ω
}
鎖
』

.
○
も

。
＼
N
。・
鳴
・
豪

』

喜

ρ

鋤
.
p

9

一
島

墓

㎝
・
ω
』

・。
・
も

同
旨

。

(
12

)

閃
o
×
凶戸

鉾

鼻。
噛
ρ

温

B

＼
お

・
<
αq
轡

閑
o
×
旦

P

P

ρ

鴇
ω
9

鼠

暁
。。
け
Φ
凶ロ
ー閏
Φ
ω
房

9

H
凶沖

一
㊤
謬

・
ω
」

O
諏

{
;

Q∩
・
一
一
㎝
・

(
13

)

Qっ
節
ロ
「
①
戸

6
げ
費

ω
6
ξ

位

ε

コ
ぴq

α
①
m

Z

9

≦

9

訣

Φ
o
耳

ω
こ

霞

鋤

一
㊤
。。
。。
・
ω
・
累

諜

h
4

ψ

ま

㊤
・

(
14

)

曽

根

「
緊

急

行

為

」

六

六

頁

。

(
15
)

幻
&

g
9

二

ω&

δ

↓
①
ぎ

m
プ
ヨ
Φ
雪

魯

9

z
。
聾

き

量

p
二

ω
」

2

ゆ
吻
輿

総

〉
冴

ω
亘
昌
創
竃

ω
けo
じd

ω什『
鋤
守

山
『
四
N
ω
け芝

じu
匹
・
刈
。。

(}
㊤
①
o
)

ω

・

①
『
暁
{
↓

ω

.

Qc
卜Q
・

窪

。
喜

ひ

"
・
P

乙

ヨ

㊤
3

ω
"
§

同

旨

の
も

の
と
し

て
、

讐

。
ζ

P

ω
。
藝

冨

ω
9

同
9

①
昌

Φ
コ
。
評
コ
Φ
「

。。
辞『
餌
{・、
Φ
ω
Φ
§

年
6
集

。
日
,

ヨ
Φ
暮

碧

}
<
o
同
⑳
ω
N
力
曾

」

一
一
旧
冨

。・9

①
。
ぎ

ピ
Φ
訂
9

9

0
霧

ω
需
駄
「
Φ
9

β

》
・
↓
・ふ

》
=
芦

這
㊤
O
b

ホ

=
・。
・

(
16
)

ぎ

拝

o
σ
Φ
「
"。
塁

N
蚕

①
冨

ま

Φ
崔

ひ・
ω
伽q
「
琶

Φ
霧

く
①
「葺

§

。
ヨ

¢
墓

。
拝

N
ω
併芝

じd
ま

・。

(
ま

①
)
ω
」

・.
に
h・
ω
』

畳

レ

ン
ク
ナ

ー

は

、

行

為

が
価

値

の
保

護

に
役

立

っ
て

い
る
限

り

で

違

法

性

は
減

少

し

、

違

法

性

阻

却

さ

れ

る

正

当

防

衛

に
近

付

く

ほ
ど

に
違

法

性

の
減

少

が
大

き

く

な

る

と

す

る
。

い
①
口
o
犀
コ
Φ
づ

摯。
・
曽
・
O
」
<
o
H
吻
ω
悼
"
α
コ
」

一
一
・

(
17
)

町
野

・
前

掲

論

文

五

二

頁

。

(
18
)

荻

原

・
前

掲
論

文
三

二

二
頁

、

三

二

三

頁
。

さ

ら

に

、

内
藤

・
前

掲
書

三

五

一
頁

。

但

し

、

両

者

と

も

責

任

減

少
を

も

認

め
ら

れ

る
。
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(91
)

判
例

は
、
た
と
え
ば
、

酒
気

に
芒

て
組

み
付

い
て
き

た
者
に
対
し
て
陶
器

で
そ

の
顔

面
を
殴
打
し

て
皇

を
防

衛
し
・
あ

る

い
は
・
酒
気

に
乗

じ
て

怒

号
し
袖
を
引

。
張
る

の
に
対

し
て
燭
ム
ロ
で
頭
部
を
殴
打
し
て
自
己
を
防
衛
す

る

の
は
過
剰
防
衛
行
為
と
し
た
が
、
傷
害
罪

に

つ
い
て
刑

の
減
軽

・
免
除

を
認
め
て
い
な
い
.
大
判
昭
和
七
年

三

月
合

刑
集

三

巻

天

〇
四
頁
.
こ
の
よ

う
に
、
過
剰
防
衛

の
刑

の
減
軽

菟

除
は
任
意
的
で
あ
る
の
で
・

守
ら

れ
た
法
益
を
考
慮
す

る
と

い

っ
て
も
、
実
際

は
、
量
刑
事
実

の

一
つ
に
と
ど
ま
る

こ
と
に
な

る
・

四

誤
想
過
剰
防
衛
と
違
法
減
少

違
法
減
少
説

の
重
要
な
帰
結

は
、
急
迫
不

正

の
侵
害

が
な

い
の
に
行
為
者

は

こ
れ
を
あ

る
と
思

っ
て
防
衛
し
・
し

か
も
過
剰

に
わ
た

る

誤
想
過
剰
防
衛

に
は
、
過
剰
防
衛

の
刑

の
減
免
規
定

を
適
用
し
な

い
蕊

う

こ
と

で
あ

る
と
考
え

ら
れ

て

い
る
・
「
急
迫
不

正

の
侵
害

が

存
芒

な

い
以
上
違
法
減
少

の
前

提
が
欠
け

る
」

か
ら

で
あ

る
と
さ
匙

.
過
剰
防
衛

の
刑

の
減
免

の
根
拠
を
篇

の
動
揺

に
求
め

る
責

難
鰐
蛎
馨
繰
籠
蒙
諾齢
鱒
隷
蝿
邸鉦縫
雛
麩
醐藷
編
構

に
わ

た
れ
ば
刑

が
減
免

さ
れ
る

の
は
均
衡
を
失
す
る

こ
と
に
も
な
る
.

こ
れ

に
対
し

て
、
違
法
減
少
説

は
、
誤
想
過
剰

防
衛

に
は
刑

の
減

免

の
余

地
が
な

い
の
で
あ

る
か
ら
、

こ
の
よ
、つ
な
問

題
は
告

な

い
こ
と
に
な
る
.
し

か
し
、
責

任
減
少
と
と
も

に
違
法
減
少

を
認
め
る

説

の
中

で
も
、
な

お
誤
想
過
剰
防
衛

に
刑
法
三

六
条

二
項
を
準
用
す

る
な

ど
し

て
、
刑

の
減
免

の
余
地
を
認

め
る
見
解

も
有

力

で
き

・

さ

て
、
結
果
無

価
値

論

か
ら

の
違
法
減

少
を
考

え

る
場
合

に
は
、
誤
想
過

剰
防
衛

に
客
観
的

な
違
法
減

少
を
認

め
る

こ
と
は

で
き

な

い
.

し
か
し
、

な
お
、
責
任

の
面

で
違
法
減
少
が
反
映

さ
れ
て

い
る
か
は
問
題

に
な
り
・奉

す

な
わ
ち
・
籟

的

に
駐

遅
法
減
少
が

な

ー

て
も
、
行
為
者

が
違
法
減
少
を
も
た
ら
す
状
況
を
認
識
し

て
行
為
し

た
以
上
、
刑
法

三
八
条

二
項

の
趣
旨

か
ら
し
て
・
違
法
性

が
減
少

し

た
犯
罪

の
成

立
を
認
め
ざ
る
を
得
な

い
で
あ
ろ
、つ
.

内
田
教
授

は

こ
れ
を
、
た
と
え

ば
客
観
的

に
は
殺
人
罪
だ
が
主

観
的

に
は
過
剰
防
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衛

で
の
殺

人
罪
で
あ

る
と
し

て
、
刑
塗

九
九
条

を

荊

法
三
六
条

二
項

に
よ

・
て
修

正
さ
れ
た
刑
迭

九
九
条
L

の
慈

で
実
現
し

た

縫

験
議
難
尉継

鏑騰

鰯綾

無

.嚇

雛

禰翻
雛

籔

性

阻
却
を
基
礎
付
け

る
事
実

の
認
識

に
よ

っ
て
故
意

は
富

な

る
と
し
て
も
、
急
迫
不

正

の
侵
害

の
存
在

に

つ
い
て
の
誤
想

に
過
失

が
あ

れ
ば
・
過
失
犯

の
成

立
は
当
然

認
め
る
の
で
あ
る
.
誤
想

過
剰
防
衛

の
場
合
も
過
剰
性

に

つ
い
て
は
違
法
性

を
減
少

さ
せ
る
事
実
を

認
識

し
て

い
る
こ
と
を
根
拠

に
・
刑
法
三
八
条

二
項

の
趣
旨
を
取
り
入
れ

て
刑
法
三
六
条

二
項
を
準
用
す

る
と

い
う

の
で
あ

っ
て
、
急
迫

不
正

の
侵
害

の
誤
想

に

つ
い
て

の
責
任
を
不

問
に
付
す

わ
け

で
は
な

い
.

こ
れ
に
対
し
て
、

過
失
犯

の
誤
想
過
剰
防
衛

の
場
合

は
刑
法
三
八
条

二
項
を

そ
の
ま
ま
援
用
す

る

こ
と
は
困
難

で
あ

る
.
曽

根
教
授

の
指
摘

さ
れ
る
よ
、つ
に
刑
法
三
八
条

二
項

は
犯
罪
妻

の
認
識
を
前
提

と

し

窺

定

で
あ
る
か
ら

募

郁

し
か
し
・
樗

の
過
失
犯
と
過
失

の
誤
想
過
剰
防
衛
を
綾

す

る
な
ら
ば
、
法
益
侵
害

の
予
見
可
能
性

に

つ
い
て
は
差

が
な

い
と

い
え

る
が
、
後
者

は
自
己
又

は
第
三
者

の
法
益
を
保
護
す

る
認
識
、

つ
ま
り
違
法
性

の
減
少
を
轟

付
け

る
事

実

の
認
識

に
よ
る
点

で
異

な
る
.

こ
の
点

で
は
、
故
意

の
誤
想
過
剰
防
衛

と
過
失

の
誤
想
過
剰
防
衛

で
取
り
扱

い
を
異

に
す

る
理
由

は
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

も

ち
ろ
ん
・
山
火
教
授

の
言
わ
れ
る
よ
う

に
、

刑

の
減
免

の
余
地
を
認

め
る
こ
と
と
、
減
免

の
程
度

は
別
問
題

で
あ

る
か
ら
、
刑

の
均

衡
も
考
慮

し
徐
補

急
迫
不

正

の
侵
害

に

つ
い
て
の
籔

甑
に
過
失

が
な

い
と
き

は
そ

の
ま
ま
刑

の
減
免
を
認

め
得

る
が
、
過
失

が
あ

る
と

き
は
・
誤
想
防
衛

に
成

立
す
る
過
失
犯

の
限
度

ま
で
し

か
減
軽

で
き
な

い
。

過
剰
性

に

つ
い
て
も
過
失

が
あ

る
と
き
は
、
そ
れ
が
重

過
失

で
あ
り

か

つ
誤
想
防
衛

が
単
純
過
失

で
あ
る
場

A
・
を
除

い
て
、
刑

の
減
免

の
余
地
が
な

い
こ
と

に
な

る
聡

鎚

歪

の
侵
害

に

つ
い
て
の

錯
誤

に
過
失

が
あ
る
が
、

過
剰
性

に

つ
い
て
は
過
失

が
な

い
と
き
も
、

刑

の
減
免

の
余
地

が
な

い
こ
と

に
な

る
。

ま
た
、
行
為
者

の
誤
信
し

た
侵
害

の
程
度

に
比
べ
て
、
被
害
者

の
被
侵
害
法
益

が
格

段
に
大
き

い
と
き
は
、
行
為

の
主
観

に
反

映
さ
れ



(15)

て

い
る
守

ら
れ

た
利
益

も
小

さ
く
、
刑

の
減
免

は
否
定

さ
れ
得

る
。

た
と
え
ば
、
素
手

に
よ

る
侵
害

し
か
誤
信

し

て

い
な

い
に

も

拘

ら

ず
、

文
化
包

丁
で
被
害
者

の
背
中
を
突
き
刺

し
て
失
血
死
さ
せ
た
事
例

で
は
刑

の
減
軽
は
否
定

さ
嚢

・

過剰防衛 と違法減少15

注
(エ
)

町
野

.
前
掲
論
文
五
四
頁
.
曲
・根

遍

剰
防
衛
と
誤
想
防
衛
L
刑
法

の
轟

問
題

(平
成
葦

)
七
五
頁
、
厘

誤
想
過
剰
防
衛

と
刑
の
減
免
」

天

頁
.
ド
イ
ツ
の
過
剰
防
禦

可
罰
の
規
定
適
用
に
関
し
て
、
同
様
の
見
解
を
と
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
竃

尊

9

曇

暴

β

欝

・
ρ
こ
邑

..・P

ω
.
謬

9

z
。
芦

↓
勉
8
Φ
ω
睡鋤
ロ
身

ロ
亀
幻
Φ
6
募

設

珪

。q
蚕

θ
』

凶Φ
≦

①
「
鼠
げ
壽

ひq
§

αQ
・・
δ

雷

鼠

。
o
①
触
寄

。
薮

Φ
昌
暫

鐸

N
。。
嚢

じロ
臼

謡

(一
義

)
一
ψ

§

こ
れ
に
対
し

て
、
す

で
に
、

ル
ド

ル
フ
ィ
ー

の
見
解

に
お

い
て
み
た
よ
う

に
、
違
法
減
少
で
も
行
為
無
価
値

の
減

少
と
捉
え

る
場
倉

は
・
錯

誤

が

避

け

得

な

い
場

合

等

に
行

為

無

価

値

が
減

少

す

る

と
考

え

る

余

地

が
あ

る
。

<
ゆq
r

ω
gρ
霞
①
P

餌
』

噛
O
`
言

「
自。

お
。。
。。
思
Q∩
・
宅

吋
.

(2
)

平
野

.
前
掲
書
二
四
六
頁
.
判
例
も
誤
想
過
剰
防
衛
に
つ
い
て
も
刑
法
三
六
条
一
墳

で
処
断
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
・
最
決
昭
和
四

}
年
七

月
吉

刑

集
二
〇
巻
六
号
五
五
四
頁
.
最
決
昭
和
六
二
年
三
月
二
六
日
刑
集
四

暮

二
量

八
二
頁
.
ド
イ
ッ
の
過
剰
防
禦

可
罰
の
規
定
適
用
に
関
し
て
・
同
様

の
見

解

を

と

る

も

の
と

し

て
、
ω
6
耳

α
α
①
き

ω
0
7
α
口
寄

-QD
6
ゴ
「
α
飢
Φ
き

騨

ロ
・
○
こ
嵩

》
厳
r

一
㊤
刈
♪

ゆ
切
ω
閑
山
戸

し。
O
・

(
3
)

た

と

え

ば
、

内

藤

・
前

掲

書

三
五

二
頁

。

(4
;

邑

口
凶
蝉
¢
暁§

コ
並

Φ
。
。
--
塁

匿

婁

琶

帥
ω善

瞬
・・婁

芭

鐸

ψ

奪

産

・鴇
穿

曇

①
bd
碁

巴
§

ヒ

コ
尋

併ω塁

§

曇

民

↓
緯
〈
①
同
騨
ロ
併≦
o
ほ
§

αq
曽
〉
ヨ
臼
ヨ

訳
き

囲ヨ
き

亭

O
①
魯

。
鐸
a
馨

才

捧

』

ゆ
。。
P

Qっ
噛
ホ

㊤
hめ

Q∩
・
&

㌶

(5
)

内

田
文
昭

「
誤
想
過
剰
防
衛

に
つ
い
て
」

研
修
四
四

一
号

(昭
和
六
〇
年
)

一
〇
頁
以
下
。

ド
イ

ツ
の
通
説

.
判
例

は
、
急
迫
不

正
の
侵
害

が
な

い
以
上
、
行
為
者

に
は
正
当
防
衛
権

は
存
在

せ
ず
、
存
在
し
な

い
正
当
防
衛
権
を
行
使
し
た
り
・

そ

の
限
界
を
越
え

た
り
す

る

こ
と
は

で
き
な

い
と

い
・蓮

由

で
、

過
剰
防
衛
規
定

の
誤
想
過
剰
防
衛

へ
の
適
用
を
否
定
す

る
・

こ
の
点

に

つ
い
て
・

山
本

輝
之

逼

剰
防
衛
」
判
例

に
よ

る
ド
イ

ツ
刑
法

(堀
内
他
編

・
昭
和
六
二
年
)
八
三
頁
.

こ
れ
に
対
し

て
、
ザ

ウ

レ
ン
は
・
現
実

の
正
当
防
衛
状
況

が
な

い
以
上
、
行
為
無
価
値

の
減
少

は
な

い
と
し
な

が
ら
も
、
錯

誤
が
避
け
得

な

い
と
き

は
そ

の
違
法

は
責
任

の
面

で
は
帰
責

で
き
な

い

(清
算

さ
れ

る
)

し
、
錯
誤
が
避
け
得
た
場
A
、
も
刑
が
減
軽
さ
れ
る
と
す
る

下

イ
ッ
刑
法
三
五
条
二
項
の
責
任
阻
却
の
緊
急
難

に
つ
い
て
の
錯
誤
の
塑

疋
を
適
用
す

る

)
。

ω
窪

器

p

餌
』

"
ρ

」

霞

ミ

リ
。。
。。
耀
。。
ふ

藁

.
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(6
)

曽
根

「
誤
想
過
剰
防
衛
と
刑

の
減
免
」

一
五
頁
。

(
7
)

曽
根

「
誤
想
過
剰
防
衛
と
刑

の
減
免

」

一
六
頁
。

(
8
)

山
火
正
則

「
誤
想
防
衛

と
過
剰
防
衛
」
刑
法
基
本

講
座
第

三
巻

(阿
部
他
編

.
平
成

六
年
)
八
五
頁
。

(9
)

山
火

・
前
掲
論

文
八
五
頁
、
八
六
頁
。

(Ol
)

な
お
・
本

稿
は
過
剰
防
衛

と
違
法
減
少

に
焦
点
を
絞

っ
た
が
、
過
剰
防
衛

の
刑

の
減
免

の
根
拠
に
は
精
神

の
動
揺

に
よ

る
責
任
減
少
も

あ
る

こ
と
は
否

定

で
き
な

い
・
し
か
し
・
そ

の
精
神

の
動
揺

は
主貝
任
無
能
力
を
も

た
ら
す

ほ
ど
の
も

の
で
は
な
≦

主貝
任
無
能

力
を
も

た
ら
す
な
ら
ば
刑
法
三
九
条

の
規

定

で
+
分

で
あ

る
)
・
そ

こ
に
は
、
同
種

の
行
為

の
予
防

の
必
要
性

と
言
う
見
地
か
ら

の
期
待
可
能

性

が
考
慮

さ
れ

て

い
る
と
考

え
ら
れ

る
。

こ

の
.芝

は
虚
弱
性
情
動

に
よ

る
過
剰
防
衛
を
不
可
罰
と
す
る
ド
イ

ツ
刑
法

三
三
条

や
、

わ
が
国

の
盗
犯
等
防
止
竺

条
二
項

に

つ
い
て
さ

に
量
口
え

る
.
ド
イ

ツ

で
は
、

ロ
ク

シ

ン
や
ヤ

コ
ブ

ス
が

こ
の
よ
う
な
考

え
方
を

と

っ
て

い
た
。
拙
稿

・
情
動

行
為

と
責
任
能

力

一
七

〇
頁
以
下
参

照
。

さ
ら

に
、

テ
ィ

ン
ペ

も
・
攻
馨

に
行
為
者

の
精
神

の
動
揺

に

つ
い
て
管
轄

が
あ

る
か

(N
¢
ω
雪

量

を
基
準

と
す
る
見
解
を
と

っ
て

い
る
.
↓
暑

①
・
・。
・
曽
・
。
し

¢
ω
譲

・

QD
・
一
一
刈
{
h

亘

東
地
判
平
成
五
年

亘

百

判
時

西

六
二
量

五
九
頁
.
但
し
、
判
決
で
は
、
笙

暑

の
攻
撃
を
誤
信
し
た
こ
と
に
相
当
性
が
な

い
こ
と
、
確
定

的
殺
意

が
あ

る

こ
と
・
行
為

が
防
衛

の
程
度
を

は
る
か

に
越
え
る
行

為
で
あ

る

こ
と
を
、
刑

の
羅

否
定

の
根
拠
と
す
る
.

.銃

は
急
迫
不

正
の
侵
害

の

誤
信

に

つ
い
て
の
過
失

の
考
慮
・
防
衛

の
相
当
性

の
判
断
基
準
を
結
果

で
は
な
各

為

に
求

め
る
判
例

の
傾
向

に
よ

る
も

の
で
あ

ろ
、つ
.
本
件

の
行
為
は

意
図
的
過
剰
行
為
な
の
で
責
任
減
少
が
認
め
ら
れ
な

い
と
す
る
説
と
し
て
、
山
・
厚

「
正
当
防
衛
論

(2
)
」
法
学
教
室

天

○
号

(平
成
七
年
)
六
七

頁
、

六
八
頁
。

さ
ら
に
・
東
地

判
昭
和
五

一
年
三
月
二
六

日
刑
月
八
巻

三
号

=
二
七
頁
は
、

デ
モ
参
加
者

の
警
察
官

に
対
す
る
行
為

に
つ
い
て
、
デ

モ
行
進
を
し
た
坂

道
は
デ

モ
が
許
可
さ
れ
て

い
た
本
件
緑
地
内

に
あ

る
と
誤
信
し
、
警
察

の
阻
止
行
為

を

こ
の
デ

モ
の
権
利

に
対
す

る
急
迫
不

正
の
侵
害

と
誤
信
し

た
も

の

と
し

て
誤
想
過
剰
防
衛

の
成

立
を
認
め
た
が
、
背
後

に
集
会
場
所
と
し

て
+
分
な
緑
地
が
確
保

さ
れ
て

い
た
こ
と
等

か
ら
防
衛
す

べ
き
保
護
法
益

は
極

め

て
軽
微
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
防
衛
行
為
は
約
六
〇
名
が
共
謀
し
、
先
頭
の
約
二
〇
名
が
各
自
ニ
イ

九

の
旗
竿
で
近
距
離
か
ら
蒙

官
を
突
き
、
殴

る
等

の
暴
行
を
加

え
た
も

の
で
、
防
衛

の
程
度
を
著
し
く
逸

脱
し
て

い
る
こ
と
に
て
ら
し
、
刑

の
減
免
を
認
め
な
か

っ
た
。

(16)


